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秋田県立金足農業高等学校 いじめ防止基本方針

平成２９年４月４日

金足農業高等学校は、いじめ防止対策推進法に基づき本校におけるいじめ防止、早期発

見、対応についての基本的な考え方や具体的な対応について定めると同時に実施するための

体制を以下に定める。

１ いじめの定義

いじめ防止対策推進法第二条を踏まえ、次のとおり定義する。

「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の

人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行

われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをい

う。

２ いじめの認識

○いじめは、卑劣な行為であり、絶対に許されないこと。

○いじめは、どの生徒にも、また、場所を問わず起こりうるものであること。

○いじめは、見ようとしなければ見えないこと。

○いじめは、加害も被害も両方経験する場合があること。

○いじめは、加害者と被害者の関係だけでなく、周りではやし立てる生徒、見て見ぬふりを

する生徒の存在など、集団全体にかかわる問題であること。

○いじめは、いじめられる生徒にも問題があるとの考え方では解決しないこと。

３ いじめ防止に関する基本的考え

○本校の基本姿勢

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害するもので、心身の健全な

成長及び人格の形成に重大な影響を与えるもので、生命または身体に重大な危険を生じさせる

恐れがあるものです。

本校では、すべての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することなく、いじめが

身体に及ぼす影響、いじめに対する生徒の理解を深めることを旨として、いじめ防止のための対

策を行う。また、家庭、学校、地域、関係機関との連携を大切にし、多くの人との関わり、多く

の目で見守られるような学校づくりに努めます。

○いじめの禁止

本校生はいじめを行ってはいけません。
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○学校・教職員の責務

すべての生徒が安心して学校生活に取り組めるように、保護者、地域、関係者との連携を図り

ながら、学校全体でいじめ防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合には、適

切且つ迅速に対処し、その防止に努めます。

４ いじめ防止の取り組み

①未然防止

○すべての教育活動を通じた道徳教育・体験活動等の充実を図る。

○交流活動・ボランティア活動を通じ保護者・地域住民等との連携を深め、生徒を見守る体制

を作る。

○全職員が職員研修等を通じていじめの態様や特質について共通理解を図り、組織的に対応す

る。

○生徒の変化を見逃さないように、全職員が積極的に生徒と関わるように努める。

②早期発見

○いじめアンケート調査 年３回（学期ごと）

○学級担任による個人面談・三者面談の実施

○スクールカウンセラーの活用

○いじめ窓口の設置

○職員研修の開催

③早期解決

○いじめを見たり疑いがある行為を見た場合は、すぐにやめさせる。

○いじめの相談を受けた場合、すみやかに事実の確認をする。

○いじめの事実があった場合、いじめを受けた生徒・保護者への支援といじめを行った生徒へ

の指導と保護者への助言を行う。

○いじめを受けた生徒が安心して学校に来て、学習活動・学校生活を送れるよう、必要に応じ

て一時的に別室で学習を行わせる等の措置を講じる。

○いじめを見ていた生徒達に対しては、自己の問題と捉えさえ、止める、知らせるということを

指導する。また、いじめに荷担したり、同調する者に対しては、それがいじめ行為にあたると

いうことを理解させる。

○犯罪行為に相当する場合は、県教育委員会及び警察等と連携して対処する。

④インターネット上のいじめへの対応

○携帯電話・スマートホン・インターネット問題の講習会等を実施し、情報モラルに関する指導

法の充実・改善に努める。
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５ いじめ防止対策委員会の設置

いじめの防止、早期発見及びその対処を速やかに行うために、いじめ防止対策委員会を設置し

学期に１回開催する。いじめ等の事実があった場合には、緊急に開催する。

①委員会の構成

校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、学年主任、教育相談部、養護教諭（当該学科主任、

当該学級担任）とする。

②活動内容

○いじめ防止等の取り組み内容の検討、基本方針、年間計画の作成

○いじめの関する相談・通報への対応

○いじめの情報収集

○いじめ事案の報告等

６ 組織的な対応及び報告

○「教職員」は、日頃からクラスや部活動等における人間関係等の把握や、安心して相談され

る信頼関係の構築に積極的に努める。また、生徒間のトラブル等については、些細なことであ

ったとしても、管理職に速やかに報告するとともに改善に向けて組織的に取り組む。

○「教職員」は、生徒や保護者から「いじめ相談」があった際は、抱え込むのではなく、その

全てを直ちに管理職及び「学校におけるいじめ防止等の対策のための組織（いじめ防止対策

推進法第二十二条）」 に報告する。

○「校長は」は上記の報告があった際は、事実確認を待つことなく、速やかに「高校教育課」

に「電話（第一報）」及び「文書（様式イ）」で報告する。

○「校長」は、上記の報告があった際は、速やかに「学校におけるいじめの防止等の対策の

ための組織」により、情報の共有や事実関係の把握等を行う。

○上記の事実関係の把握等により、「いじめ」に当たると判断した場合には、その早期解決と再

発防止に向け、いじめを受けた生徒を守り通すことを前提として、いじめを受けた生徒及びそ

の保護者に対する支援や、いじめを行った生徒に対する指導及びその保護者に対する助言等

を組織的に行う。

７ いじめ防止に向けた保護者及び地域との連携

○生徒指導だよりを活用した校内外の情報提供

○ホームページを活用した学校の取り組みの紹介

○ＰＴＡ開催時の説明と情報交換

○相談期間・相談窓口の周知徹底
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８ いじめ防止のための体制

いじめ防止対策委員会

校長・教頭・教務主任・生徒指導主事・学年主任

教育相談部・養護教諭・当該学科主任・当該学級担任

スクールカウンセラー 関係機関との連携

↓ 指導方針・役割分担

全 教 職 員

↓ 指導・支援

各クラスの生徒・各クラブの部員

（参考資料）

平成２９年３月９日付け教高－２９２５「生徒や保護者等から「いじめ相談」があった際の学校にお

ける組織的かつ実効的な対応及び高校教育課への報告等について（通知）」

「いじめ相談」第一報（様式イ）

「秋田県いじめ防止等のための基本方針 平成２９年３月９日改訂」



秋田県立金足農業高等学校

いじめ防止等の対策のための組織

いじめ情報 生徒・保護者からの
いじめ相談

県
教

①情報を集める ②指導・支援体制を組む 育
委

●教職員、生徒、保護者, ●いじめ防止対策委員会で指導・ 員
地域住民、その他から 支援体制を組む。 会
いじめ防止対策委員会 （校長、教頭、生徒指導主事、

へ情報を集める 学年主任、教育相談部主任、

・いじめを発見した場合 養護教諭、当該学科主任、

はその場でその行為を 当該学級担任) 関係
止める ※スクールカウンセラー 機関

③－ A 生徒への指導・支援を行う ③－ B 保護者と連携する

●いじめられた生徒にとって信頼できる人（親しい ●つながりのある教職員を中心に、

友人や教員、家族、地域の人等)と連携し、寄り 即日関係生徒（被害、加害とも）

添い支える体制を作る。 の保護者と連絡をとり、家庭訪

●いじめた生徒には、いじめは人格を傷つける行為 問等を行い、事実関係を伝える

であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚 とともに、今後の学校との連携

させるとともに、不満やストレスがあってもいじ 方法について話し合う。

めに向かわせない姿勢を育む。

●いじめを見ていた生徒に対しても、いじめを止め

ることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持

つよう伝える。

●常に状況把握に努める

●随時、指導・支援体制に修正を加え、組織で適切に対応する


